
 

 

協定項目２３－８資料 

 

保健衛生事業について 

 

１ 協定項目の要旨・留意点 

 

① 保健衛生に関する事業・制度について検討する。 

② 老人保健事業、母子保健事業、予防接種事業等は、実施方法等について、地域の実情を考慮しながら、現

状の住民サービスを低下させないように医師会等関係機関との調整が必要である。 

③ 市町村が独自にその制度の充実を図っている事業については、従来の実績を尊重し、構成市町村で均衡

の保たれた、制度の趣旨・目的が効果的に機能するように調整する。 

  

２ 提案の理由 

 

 保健衛生事業は、健康でともに支え合うまちづくりを目指すため、保健事業、健康づくり等の推進に

努め、保健・医療の充実を図る観点から、事務事業一元化調整の基本的視点及び方針に沿った内容で提

案するものである。 

 

３ 協定(協議)先進事例 

兵庫県篠山市（平成11年4月1日 新設合併） 

予防接種、健康診査、母子及び成人保健については、現行を基本として合併時に調整す

る。ただし、 

(1) 健康診査(成人病)にかかる料金は、国基準単価に準拠する。 

(2) ２時間人間ドックへの一般会計補助は廃止する。 

(3) 上記(1)及び(2)の検査時にかかる国民健康保険加入者については、国民健康保険事業

会計から助成する。 

 

香川県さぬき市（平成15年4月1日新設合併） 

(1) 予防事業、保健事業、母子保健事業、老人保健事業、健康づくり推進事業、若者健康

診査、臨時雇用賃金等は、保健福祉計画の策定に併せ、関係機関等を交えた協議のう

え統一を図る。 

(2) 在宅健康管理システム推進事業については、現行のとおりとし、新市において統一を

図る。 

(3) 骨粗鬆症疫学調査事業及びへき地診療所は、現行のとおりとする。 

(4) 8020運動推進事業は、現在実施している町に準じて、新市においても行うこととする。

 

香川県東かがわ市（平成１5年4月1日 新設合併） 

(1) 母子保健事業については、新市に移行後速やかに調整する。 

(2) 育児等健康支援事業については、新市に移行後速やかに調整する。 

(3) 予防接種事業については、合併時に予防接種の方法及び自己負担額を統一する。 

(4) 老人保健事業については、自己負担額等について、合併時に調整する。 

(5) 健康推進員会及び健康づくり推進協議会については、引田町の例により調整し、新市にお

いて組織を統一する。 

(6) 女性の健康診査については、新市において実施する方向で調整する。 



 

 

山口県周南市（平成１5年4月1日 新設合併） 

(1) 妊婦健康診査 

公費による実施は、前期、中期、後期の３回とし、住民税非課税世帯の妊婦に対して

は、公費により２回実施する。超音波検査については、３５歳以上１回とする。 

(2) 乳児健康診査 

現行のまま新市に引き継ぐ。 

(3) 幼児健康診査 

①１歳６ヶ月児健診 

 新南陽市、鹿野町の例により調整する。歯科医師の体制が整えば、歯科の個別健診

も検討する。 

②２歳児健診 

 廃止する。 

③３歳児健診 

 現行のまま新市に引き継ぐ。 

④集団健診の場所、回数 

 新市に移行後、健診者の人数を基本に調整する。 

(4) 成人健康診査 

新南陽市、鹿野町の例により調整する。  

 

 

 

 



専門部会・分科会

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針（案）

県医師会及び鹿大医
学部の協力により、
眼科
耳鼻咽喉科、皮膚科
の巡回診療を実施。
・年２日実施
・村負担額154,500円
・その他は県負担

県医師会及び鹿大医
学部の協力により、
眼科
耳鼻咽喉科、皮膚科
の巡回診療を実施。
・年３日実施
・村負担額180,000円
・その他は県負担

専門医に恵まれない
本村のような地域住
民に対し、医療面の
地域格差を少しでも
解消し、健康増進、
公衆衛生の向上を図
る。
・診療科目
　眼科、耳鼻咽喉科
　皮膚科
  年３回実施
  村負担額136,710円

県医師会及び鹿大医
学部の協力により、
眼科
耳鼻咽喉科、皮膚科
の巡回診療を実施。
・年２日実施
・村負担額154,500円
・その他は県負担

新市に移行後も当分の間現行の
とおりとし、随時調整する。

・４村の診療所に無い診療科目
　について実施しており、離島
　の医療を確保するため、継続
　が必要である。

 休日又は夜間の診療
を行う在宅当番医の
当番日の調整及び在
宅当番医の実施につ
いて，川内市医師会
へ委託している。
・参加医療機関数42
・委託料4,044,000円

　休日又は夜間の診
療を行う在宅当番医
の当番日の調整及び
在宅当番医の実施に
ついて、薩摩郡医師
会へ委託している。

・参加医療機関数
(薩摩郡医師会68名)
・委託料　447,000円

　休日又は夜間の診
療を行う在宅当番医
の当番日の調整及び
在宅当番医の実施に
ついて、薩摩郡医師
会と業務提携してい
る。

・参加医療機関数28
・委託料　364,000円

　休日又は夜間の診
療を行う在宅当番医
の当番日の調整及び
在宅当番医の実施に
ついて、薩摩郡医師
会へ委託している。

・参加医療機関数28
・委託料　337,000円

　休日又は夜間の診
療を行う在宅当番医
の当番日の調整及び
在宅当番医の実施に
ついて、薩摩郡医師
会へ委託している。

・参加医療機関数28
・委託料　260,000円

　休日又は夜間の診
療を行う在宅当番医
の当番日の調整及び
在宅当番医の実施に
ついて、薩摩郡医師
会へ委託している。

・参加医療機関数 28
・委託料　85,000円

　休日又は夜間の診
療を行う在宅当番医
の当番日の調整及び
在宅当番医の実施に
ついて、薩摩郡医師
会へ委託している。

・参加医療機関数28
・委託料　130,000円

　休日又は夜間の診
療を行う在宅当番医
の当番日の調整及び
在宅当番医の実施に
ついて、薩摩郡医師
会へ委託している。

・参加医療機関数28
・委託料 158,000円

　休日又は夜間の診
療を行う在宅当番医
の当番日の調整及び
在宅当番医の実施に
ついて、薩摩郡医師
会へ委託している。

・参加医療機関数28
・委託料　54,000円

現行のまま新市に引き継ぐ。

・休日、夜間の救急患者の医療
　を確保するため、継続してい
　く必要がある。

　川内市における無
医地区の住民の診療
を行うため、診療所
を設置する。
・湯田、西方、高江
　久見崎、寄田
・毎週2回、2時～3時
・平成13年度実績
　3,949件(新患91件)
　延べ478日
　7,170,000円

　直営診療所があっ
たが、医師の確保が
困難なため、施設を
民間に貸し付けて地
域医療の確保を図っ
ている。
・黒木診療所
　賃借料月額10千円
　賃借契約3年更新
・祁答院診療所
　賃借料月額50千円
　17年３月末をもっ
　て売却予定

現行のまま新市に引き継ぐ。

・住民の医療を確保するため継
　続していく必要がある。

　村民の健康保持に
必要な医療を提供す
るため、へき地診療
所を設置する。
・里村へき地診療所
　内科医師　１
　准看護師　３
　事務吏員　４

　国民健康保険その
他医療保険の趣旨に
基づき、模範的な診
療及び一般患者の診
療を行い国民健康保
険事業を円滑に実施
する。
・甑島中央診療所
　医師　　１
　事務吏員４(臨時
１)
　正看護師１
　准看護師４
　ヘルパー３(臨時
３)
　調理員　３(臨時
３)
・平良出張所
・浦内出張所

　国民健康保険その
他医療保険の趣旨に
基づき、模範的な診
療及び一般患者の診
療を行い国民健康保
険事業を円滑に実施
する。
・手打診療所
　医２、事３
　正看２(非１)
　准看７(非１)
　給食３(非２)、
　介護２(非２)
・長浜診療所
　医２(非１)、事２
　看３
・青瀬診療所
・瀬々野浦診療所
・片野浦出張診療所
・内川内出張所
・甑島敬老園出張所

　国民健康保険その
他医療保険の趣旨に
基づき、模範的な診
療及び一般患者の診
療を行い国民健康保
険事業を円滑に実施
する。
・鹿島村国保直営
　診療所
　医師　　１
：県派遣ー自治医大
　卒
　准看護師３
　(臨時２)
　事務職員２

新市に移行後も当分の間現行の
とおりとし、随時調整する。

・上甑村、下甑村及び鹿島村に
　国保直営診療所が設置されて
　いる。
　里村にはへき地診療所が設置
　されており、診療科目等につ
　いて調整が必要である。

川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

協　定　項　目

調　整　方　針

・無料巡回診療については、甑島４村が診療所に無い眼科等の特定診療科目を補うため実施しているものであり、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法等について随時調整する。
・在宅当番・緊急医療情報提供実施事業は、休日、夜間の救急患者の医療確保のため全市町村が実施しており、現行のまま新市に引き継ぐこととする。
・川内市の湯田、西方、高江、久見崎、寄田地区の定時開設診療所及び祁答院町黒木診療所並びに祁答院診療所は、地域医療の確保を図るため、現行のまま新市に引き継ぐ。
・甑島４村の国保直営診療所、へき地診療所及び国保直営歯科診療所は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

項　　　　　目

無料巡回診療

在宅当番・緊急医療情
報提供実施事業

診療所に関すること

国保直営診療所



専門部会・分科会

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針（案）

　里村へき地診療所
内に設置。
・歯科医師　１
・歯科技工士１

　甑島中央診療所内
に設置。
・歯科医師　１
・歯科技工士１
・歯科衛生士１
・歯科助手　１

下甑村国民健康保険
直営歯科診療所
・歯科医師１
・歯科技工士１
・事務吏員１
・歯科衛生士１
・s42.3.1開設

鹿島村国保直営診療
所内に設置。
・歯科医師１（鹿大
　歯学部からの派
遣、
　隔週３人で交
代。）
・准看護師１（診療
　所との兼務）

新市に移行後も当分の間現行の
とおりとし、随時調整する。

・離島の歯科医療を確保するた
　め継続していく必要がある。
　村によって実施状況が違うの
　で、将来的に調整する必要が
　ある。

　川内市医師会及び
串木野市医師会立脳
神経外科センターの
実施する病院群輪番
制病院運営事業に補
助を行う。

・参加医療機関　12
・H13補助金額
  19,323,926円

　川内市医師会及び
串木野市医師会立脳
神経外科センターの
実施する病院群輪番
制病院運営事業に補
助を行う。

・参加医療機関　12
・H13補助金額
　　2,097,937円

　共同利用型病院の
運営(休日及び夜間診
療)に必要な経費（給
与等）について補助
する。

・薩摩郡医師会病院
・H13補助金額
　　3,956,096円

　川内市医師会及び
串木野市医師会立脳
神経外科センターの
実施する病院群輪番
制病院運営事業に補
助を行う。

・参加医療機関　12
・H13補助金額
　　1,577,345円

　共同利用型病院の
運営(休日及び夜間診
療)に必要な経費（給
与等）について補助
する。

・薩摩郡医師会病院
・H13補助金額
　　3,584,023円

　川内市医師会及び
串木野市医師会立脳
神経外科センターの
実施する病院群輪番
制病院運営事業に補
助を行う。

・参加医療機関　12
・H13補助金額
　　　400,273円

　川内市医師会及び
串木野市医師会立脳
神経外科センターの
実施する病院群輪番
制病院運営事業に補
助を行う。

・参加医療機関　12
・H13補助金額
　　　529,827円

　川内市医師会及び
串木野市医師会立脳
神経外科センターの
実施する病院群輪番
制病院運営事業に補
助を行う。

・参加医療機関　12
・H13補助金額
　　　739,595円

　川内市医師会及び
串木野市医師会立脳
神経外科センターの
実施する病院群輪番
制病院運営事業に補
助を行う。

・参加医療機関　12
・H13補助金額
　　　235,362円

現行のまま新市に引き継ぐ。

・二次救急医療を確保するため
　継続していく必要がある。
・新市全域で実施するには、救
　急医療圏域が２地域にわたっ
　ており、複数の医師会や県と
　の協議が必要である。

　将来、里村村立医
療機関等に勤務しよ
うとする者に対し、
修学金を貸与する。

看護師学校等の学生

月額30千円～50千円

　将来、上甑村の医
療技術者等として業
務に従事しようとす
る者に対し、奨学資
金を貸与する。
大学医学部学生等

月額50千円
　　　　　～150千円

　将来、鹿島村の看
護職員等として業務
に従事しようとする
者に対し、奨学資金
を貸与する。

看護師学校等の学生

月額50千円～60千円

新市に移行後も当分の間現行の
とおりとし、随時調整する。

　栄養・食生活改善
活動を促進させるこ
とをもって、市民の
健康増進に寄与する
ことを目的とする。
(活動内容)
・地区組織
・公民館を利用して
　の活動
・市健康祭への協力
・市事業への協力
・親子(小学生)に対
　する料理教室
なお，活動謝金は報
償費で対応
(会員数)
・52名

　町民の食生活の推
進に関する諸問題の
調査研究と共に、食
改善の指導に努め、
健康の増進に寄与す
ることを目的とす
る。
(活動内容)
・定例会(年７回)
・自己学習
・町健康フェスティ
　バル
・町社会福祉協議会
　事業への協力　等
（会員数）
・29名
（補助金額）
・54,000円

　町民の健康と体力
の増進を図るための
基本となる食生活へ
の関心を高め、栄
養・運動・休養のバ
ランスをとること
で、元気で長生きで
きるよう健康づくり
を推進する。
（活動内容）
・栄養教室の開催
　（子ども会・婦人
　　会・老人クラブ
　　等年15回）
・その他栄養教室
　（各校区ごと年40
　　回）
（会員数）
・23名
（補助金額）
・140,000円

　栄養・食生活改善
活動を促進させるこ
とをもって、町民の
健康増進に寄与する
ことを目的とする。
(活動内容)
・食品数調べ
・シルバー年代の食
　事相談
・栄養教室，健康教
室への協力　　町内
における地域活動
（会員数）
・63名
（補助金額）
・100,000円

　栄養、食生活の普
及を図り、健康で明
るいまちづくりを目
指して活動する町食
生活改善推進員協議
会活動の促進を図
る。
（活動内容）
・県食生活改善推進
　員協議会活動への
　参加
・町内における地域
　活動
・会員の自主活動
（会員数）
・26名
（補助金額）
・230,000円

　栄養・食生活改善
活動を促進させるこ
とをもって、村民の
健康増進に寄与する
ことを目的とする。
(活動内容)

・栄養教室、健康教
　室への協力
・イベント等での弁
　当作り
・食生活アンケート
　等
（会員数）
・17名
（補助金額）
・40,000円

　村民の食生活改善
事業の推進に関する
諸問題を調査研修す
るとともに、食生活
改善の対策及び普及
に努め、もって健康
の推進と体位の向上
に寄与する。
（活動内容）
・研修会
・親子料理教室
・基本健診試食作り
・健康教室　等
（会員数）
・16名
（補助金額）
・100,000円

　栄養・食生活改善
活動を促進させるこ
とをもって、村民の
健康増進に寄与する
ことを目的とする。
（活動内容）
・健康祭、健康教室
　への協力
・親子（小学生）に
　対する料理教室等
（会員数）
・15名
※　会への補助金は
　　支出していない
　　が、事業ごとに
　　村費支出

　栄養、食生活の知
識の普及・啓発を行
うことで、健康維
持、増進で特に食生
活改善を図る。
（活動内容）
・村の保健事業への
　協力（試食作り）
　等
（会員数）
・1名
（補助金額）
・50,000円

新市に移行後、速やかに調整す
る。

・組織の統合が必要である。
・活動補助金の金額が町村に
　よって違いがある。

調　整　方　針

川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

・病院群輪番制事業は、二次救急医療を確保するため、現実施体制を新市に引き継ぐこととする。
・医療従事者等育成支援事業は、村立診療所の医療従事者を確保するため、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、対象者、奨学資金等について、随時調整する。
・食生活改善推進員協議会は、組織の統合、活動内容、活動補助金等について、新市に移行後、速やかに調整する。

　　 ２３－８　　保健衛生事業 住民健康福祉専門部会　健康管理分科会協　定　項　目

項　　　　　目

食生活改善推進員
協議会活動

国保直営歯科診療所

病院群輪番制事業
（共同利用型病院運営
事業）

医療従事者等育成支援
事業



専門部会・分科会

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針（案）

  市民の健康づくり
対策を推進するため
の方策を体系的、総
合的に企画、審議す
る。

・審議事項
　市民の健康づくり
　対策事業の推進計
　画及び実施方法

・委員数　16名

・任期　2年

・謝金
　 2,500円×13名
　 ＝32,500円 (H13)

　町における医療と
保健並びに健康づく
りに関する諸問題を
調査研究し、それに
基づく各種事業を推
進し、町民の保健、
福祉の増進を図る。
・協議事項
　地域の医療、保健
　並びに健康づくり
　に関する資料の収
　集調査及び事業計
　画の策定実施に関
　すること等
・委員数及び任期
　運営協議会委員
　23名、2年
　健康づくり推進員
　82名、4年
・賃金
　運営協議会委員
　　4,000円×１1名
　　＝44,000円
　健康づくり推進員
　　4,000円×82名
　　＝328,000円
・年間報酬
　健康づくり推進員
　　6,000円×82名
　　＝492,000円

　地域住民の健康に
関する諸問題の具体
的な施策について、
連絡、連携を図りな
がら、町民の健康保
持増進に寄与する。

・協議事項
　委員間相互の情報
　交換並びに連絡調
　整、公衆衛生の普
　及向上に関するこ
　と等

・委員数　19名

・賃金
　 2,800円×19名
　 ＝53,200円

新市に移行後、速やかに調整す
る。

・３市町で実施しているが、
　構成団体、委員の任期、活動
　内容が異なっているので、調
　整が必要である。

すこやかふれあいプ
ラザ
・使用料の徴収あり
・組織体制
　職員16、嘱託3
　臨時5、管理人3
・施設警備
・管理運営費実績
　16,452,431円

樋脇町保健センター
・使用料の徴収なし
・組織体制
・施設警備
・管理運営費
  H13実績 528,601円
平成16年3月新保健セ
ンター竣工予定

入来町保健センター
・使用料の徴収なし
・組織体制
　　事務職１(兼１)
　　保健師２
・施設警備
・管理運営費H13実績
　257,493円

東郷町保健センター
・使用料の徴収なし
・組織体制　　嘱託
保健師１名
・施設警備
　鹿児島総合警備保
障
・管理運営費H13実績
　　2,535,050円

祁答院町保健セン
ター
・使用料の徴収なし
・組織体制
　　事務職１(兼１)
　　保健師２
・施設警備
　鹿児島警備保障
・管理運営費H13実績
　　2,381,142円

上甑村保健センター
・使用料の徴収なし
・組織体制
　　保健師１名
　　看護師２名(非)
・施設警備
・管理運営費H13実績
  1,679,000円

下甑村健康管理セン
ター
・使用料の徴収なし
・組織体制
・医師（兼務）１名
・事務職　１名
・保健師　２名

新市に移行後、速やかに調整す
る。
・１市４町２村が設置しており
　地域保健活動の拠点として継
　続していく必要がある。
・川内市は校区公民館、樋脇町
　東郷町、祁答院町は社会福祉
　協議会との複合施設であり、
　下甑村は、国保直営診療所と
　の併設である。
・使用目的や使用方法、維持管
　理の内容について、調整する
　必要がある。

川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

保健センター管理事業

・健康づくり推進協議会は、現組織を統合し、新市で一体的、合理的な活動を行うこととする。ただし、委員の任期、活動の内容等は新市に移行後、速やかに調整する。
・保健センターは、１市４町２村に設置されており、今後も地域保健活動の拠点として管理を行うこととするが、運営方法、維持管理等については、新市に移行後、速やかに調整することとする。

　　 ２３－８　　保健衛生事業 住民健康福祉専門部会　健康管理分科会

健康づくり推進協議会

項　　　　　目

協　定　項　目

調　整　方　針



専門部会・分科会

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町 里　村 上甑村 下甑村 鹿島村 調整方針（案）

　川内市医師会、済
生会川内病院、川内
市の三者で川内市の
地域医療の円滑化を
図る。
・年１回開催
・協議内容
　　川内市の救急医
　　療について
　　小児科対策につ
　いて等

　三師会（医師会、
歯科医師会、薬剤師
会）と行政との保健
事業関係合同会議を
実施する。
・年２回開催
・協議内容
　　母子保健事業、
　　老人保健事業等
　　について

　町医師会等関係機
関(医師、歯科医師、
町民課、教育委員会)
合同打ち合わせとし
て開催
・年１回開催

新市に移行後、速やかに調整す
る。

・医師会との連絡会議は、医療
　や保健活動の円滑な推進のた
　め、必要であるので、構成員
　等の調整が必要である。

　保健所、市歯科医
師会、川内市との意
思疎通を図り、円滑
な歯科医療行政の遂
行に資することを目
的とする。

・年１回開催

　関係機関（保健
所、郡医師会、各町
村職員、在宅歯科衛
生士）の連携方法や
役割分担を含んだ歯
科保健の地域に密着
した具体的取り組み
方策を検討する。

　関係機関（保健
所、郡医師会、各町
村職員、在宅歯科衛
生士）の連携方法や
役割分担を含んだ歯
科保健の地域に密着
した具体的取り組み
方策を検討する。

　関係機関（保健
所、郡医師会、各町
村職員、在宅歯科衛
生士）の連携方法や
役割分担を含んだ歯
科保健の地域に密着
した具体的取り組み
方策を検討する。

　関係機関（保健
所、郡医師会、各町
村職員、在宅歯科衛
生士）の連携方法や
役割分担を含んだ歯
科保健の地域に密着
した具体的取り組み
方策を検討する。

　関係機関（保健
所、郡医師会、各町
村職員、在宅歯科衛
生士）の連携方法や
役割分担を含んだ歯
科保健の地域に密着
した具体的取り組み
方策を検討する。

　関係機関（保健
所、郡医師会、各町
村職員、在宅歯科衛
生士）の連携方法や
役割分担を含んだ歯
科保健の地域に密着
した具体的取り組み
方策を検討する。

　関係機関（保健
所、郡医師会、各町
村職員、在宅歯科衛
生士）の連携方法や
役割分担を含んだ歯
科保健の地域に密着
した具体的取り組み
方策を検討する。

　関係機関（保健
所、郡医師会、各町
村職員、在宅歯科衛
生士）の連携方法や
役割分担を含んだ歯
科保健の地域に密着
した具体的取り組み
方策を検討する。

新市に移行後、速やかに調整す
る。

・川内市ほか全町村で実施して
　おり、歯科保健対策の推進の
　ため、歯科医師会や保健所と
　協議する会議は必要である
が、
　構成員等について調整が必要
　である。

川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

三者医療協議会

歯科医療問題協議会

・三者医療協議会及び歯科医療問題協議会は、地域保健活動及び歯科保健対策の円滑な推進を図るため設置されており、協議会の運営、構成員等について、新市に移行後、速やかに調整する。

　　 ２３－８　　保健衛生事業 住民健康福祉専門部会　健康管理分科会

項　　　　　目

協　定　項　目

調　整　方　針



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会

　
　　１．基本健康診査

協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・基本健康診査の健診体制、検査項目等は新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法、自己負担金額等含めて健診委託先等関係機関と協議のうえ、随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　２３－８　　保健衛生事業

　　a150　老人保健事業基本健康診査(通知・実施・入力・結果報告・事務指導・フォロー)　　

川内市 樋脇町 入来町 東郷町 祁答院町
40歳以上
7,505人

対象者 40歳以上4,320人
受診者 個別1,774人　集団417人

40歳以上
902人

40歳以上3,824人
1,215人

40歳以上
604人

5・7・8・9月
76日（4ヶ月間）

集団5月3日間
個別７月～9月60日

6月(6日間)
11月(2日間)

H14.8.5～8.13
（9日間）

8月(5日間)、脱漏1日

樋脇町総合体育館

　　　　　　　　　　計１会場

文化ホール別館
大馬越研修館
ふるさと会館
ＪＡ入来支所
　　　　　　　　　　計４会場

南瀬コミセン・山田小体育館
鳥丸小体育館・藤川小体育館
東郷町保健センター

　　　　　　　　　　計５会場

黒木公民館
祁答院町保健センター

　　　　　　　　　　計２会場

個別
川内市医師会・済生会川内病院
松尾医院

町内医療機関
薩摩郡医師会

集団 ＪＡ鹿児島県厚生連
ＪＡ鹿児島県厚生連

薩摩郡医師会
ＪＡ鹿児島県厚生連 ＪＡ鹿児島県厚生連

（検査項目）　　　　　　（方法）

①問診　　　　　　　　　　　全員
②身体計測　　　　　　　　　全員
③理学的検査　　　　　　　　全員
④血圧測定　　　　　　　　　全員
⑤検尿　　　　　　　　　　　全員
⑥循環器検査
・心電図検査　　　　　　　　全員
・眼底検査　　　　　　　　　選択
・血液化学検査　　　　　　　全員
　（血清総コレステロール）
　（HDLコレステロール）
　（中性脂肪）
⑦貧血検査　　　　　　　　　選択
⑧肝機能検査　　　　　　　　全員
⑨腎機能検査　　　　　　　　全員
⑩血糖検査　　　　　　　　　全員
⑪ヘモグロビンＡ1c検査　　　選択

（検査項目）　　　　　（方法）

①問診
②身体計測
③理学的検査
④血圧測定
⑤検尿
⑥循環器検査
・心電図検査
・眼底検査
・血液化学検査
　（血清総コレステロール）
　（HDLコレステロール）
　（中性脂肪）
　（LDLコレステロール）
⑦貧血検査（血小板）
⑧肝機能検査
⑨腎機能検査　　（BUN）
⑩血糖検査
⑪ヘモグロビンＡ1c検査

（検査項目）　　　　　　（方法）

①問診
②身体計測
③理学的検査
④血圧測定
⑤検尿
⑥循環器検査
・心電図検査
・眼底検査
・血液化学検査
　（血清総コレステロール）
　（HDLコレステロール）
　（中性脂肪）
⑦貧血検査
⑧肝機能検査（GOT・GPT・r－GTP）
⑨腎機能検査（クレアチニン）
⑩血糖検査
⑪ヘモグロビンＡ1c検査

（検査項目）　　　　　　（方法）

①問診
②身体計測
③理学的検査
④血圧測定
⑤検尿
⑥循環器検査
・心電図検査
・眼底検査
・血液化学検査
　（血清総コレステロール）
　（HDLコレステロール）
　（中性脂肪）
⑦貧血検査
⑧肝機能検査
⑨腎機能検査
⑩血糖検査
⑪ヘモグロビンＡ1c検査

（検査項目）　　　　　　（方法）
①問診
②身体計測
③理学的検査
④血圧測定
⑤検尿
⑥循環器検査
・心電図検査
・眼底検査
・血液化学検査
　（血清総コレステロール）
　（HDLコレステロール）
　（中性脂肪）
⑦貧血検査
⑧肝機能検査
⑨腎機能検査
⑩血糖検査
⑪ヘモグロビンＡ1c検査

9,900円
・ねたきり訪問診査・介護家族訪
問診査委託料は13,062円

（個別）　医療機関5,100円
　　　　　検査機関2,151円
（集団）　厚生連　8,767円

4,306円
（受診者１人当り：消費税込）
厚生連：500名を越えた場合、
　　　　超えた分のみ6,806円

4,267円
ただし800名を超えた分は6,767円

4,267円
但し、受診者が250名を越えた分
は6,767円

2500円
・ねたきり訪問診査，介護家族訪
問診査は無料。負担金は委託料の
約３割を目途に調整中。
70歳以上，市民税非課税世帯・
生活保護世帯で申請者は無料

なし
1,300円
70歳以上・国保加入者は無料
または免除

70歳以上：無料
70歳未満：国保300円
　　　　　社保800円
生活保護者の減免なし

800円
老人医療該当者、その他減免

川内市健康診査徴収規則
老人保健事業費等国庫負担金費用
徴収基準による

なし
老人保健法・東郷町国民健康保険
被保険者健康診査補助金交付細則

老人保健法の規定に基づく健康診
査及びガン検診費用徴収規則

・負担金
　70歳以上，市民税非課税世帯・
　生活保護世帯で申請者は無料
・ねたきり訪問診査・介護家族訪
　問診査委託料は13,062円

厚生連健診の対象者は
　女性20歳～64歳
　男性40歳～64歳
女性の健康促進事業含む
胃、骨粗、腹部超音波、前立腺が
んとセットH15年度から肝炎ウイ
ルス実施

厚生連：胃がん・大腸がん・骨粗
　　　　鬆症・腹部超音波・前立
　　　　腺がん・肝炎ウイルス
医師会：胃がん・前立腺がん・肝
　　　　炎ウイルス

厚生連実施，胃，大腸，骨粗，腹
部超音波，肝炎ウイルス，前立腺
がんとセット

胃がん、腹部超音波、前立腺が
ん、骨そしょう検診、肝炎ウイル
ス検診と同時実施

自己負担金

規則

検査項目
（内容）

その他

委託料

委託先

項　　目

対象者
受診者数

実施時期
日数

会場



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・基本健康診査の健診体制、検査項目等は新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法、自己負担金額等含めて健診委託先等関係機関と協議のうえ、随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

　　a150　老人保健事業基本健康診査(通知・実施・入力・結果報告・事務指導・フォロー)、a40　生活習慣予防事業　

２　健診関連

川内市 樋脇町 入来町 東郷町
結果報告会
実施方法・・・各公民館
回数・・・・・・１１８回

結果報告会厚生連４会場
個別地区公民館36会場
実施方法　個別指導

結果報告会
実施方法：平成１４年度は個別指
　　　　　導（年度毎に変更有）
回数：４会場（３日間）
　　　２会場（１日間）
　※当日来れない方には、後日健
　　康相談日に呼び出す。
　　無理な方→郵送・訪問

結果報告会
実施方法　　集団
回数　１０会場（５日間）

スリム教室
個別健康教育

①骨粗しょう症予防教室
②転倒予防教室
③個別健康教育

①A型機能訓練
②歯周病講座
③健康相談
④健康教育
⑤骨粗鬆症予防教室
⑥健康手帳の交付
⑦訪問指導

糖尿病予防教室，高コレステロー
ル予防教室，心臓病予防教室，訪
問指導，健康相談

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

上記以外の項目

項　　目

健康診査関連項目

項　　目

自己負担金

目的

３　生活習慣病予防事業

内容

対象者



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・各種ガン検診の検診体制、検査項目等は新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法、自己負担金額等含めて、検診委託先等関係機関と協議のうえ、随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

　　a140　各種ガン検診(実施)　

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

40歳以上
2，609人

対象者 40歳以上2,293人
受診者 　551人

40歳以上
707名

40歳以上
699人

8月
26日間（44回）

厚生連3日間　地域10日間
 6月　6日間
11月　2日間

H14.8.5～8.13
9日間

県民総合保健センター 県民総合保健ｾﾝﾀｰ 県民総合保健センター 県民総合保健センター

4,635円 4,470円 4,470円 4,470円

1,200円
７０歳以上，市民税非課税世帯，
生活保護世帯の申請者は無料。

社会保険のみ500円
900円
70歳以上・国保加入者は免除又は無
料

70歳未満　国保300円、社保800円
70歳以上　無料

（検査方法）
　厚生連　：基本健診・大腸がん
　　　　　　骨粗鬆症・腹部超音
　　　　　　波・前立腺がん・肝
　　　　　　炎ウイルス
　医師会　：基本健診・前立腺が
　　　　　　ん・肝炎ウイルス

基本健診，胃，大腸，骨粗，腹部
超音波，肝炎ウイルス，前立腺が
んとセット

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

40歳以上
3,339人

対象者40歳以上2,528人
受診者 854人

40歳以上
549名

40歳以上
907人

11月～12月
18日間（44回）

例年11月
3日間

6月
6日間

H14.8.5～8.13
9日間

川内市医師会 県民総合保健センター JA鹿児島県厚生連 ＪＡ鹿児島県厚生連

1,570円 1,600円 1,600円 1,600円

600円
70歳以上，市民税非課税世帯，生活
保護世帯の申請者は無料。

社会保険のみ500円 500円
70歳以上・国保加入者は免除又は無
料

500円

事前に検診の説明会(１８日間，
２５会場)を実施し，容器を配
布。

検査方法：検便
基本健診・胃がん・骨粗鬆症・腹
部超音波・前立腺がん・肝炎ウイ
ルス

基本健診，胃，大腸，骨粗，腹部
超音波，肝炎ウイルス，前立腺が
んとセット

項　　目

４．大腸がん検診

３．胃がん健診

項　　目

対象者
受診者数

実施時期
日数

委託先

委託料

自己負担金

その他

委託料

自己負担金

その他

対象者
受診者数

実施時期
日数

委託先



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・各種ガン検診の検診体制、検査項目等は新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法、自己負担金額等含めて、検診委託先等関係機関と協議のうえ、随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

　　a140　各種ガン検診(実施)　

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

40歳以上
5,101人

対象者40歳以上 2,403人
受診者 　608人

40歳以上
371名（喀痰：24名）

40歳以上3,824人
752人

9月～10月
18日間（48カ所）

11月
2日間

1月
2日間

H14.10.28～30
3日間

県民総合保健センター 県民総合保健センター 県民総合保健センター 県民総合保健センター

読影 590円 590円 590円 590円

読影＋喀痰 3,450円 3,450円 3,450円

読影

200円
70歳以上，市民税非課税世帯，生
活保護世帯の申請者は無料。

無料 200円 なし

読影＋喀痰 社会保険のみ500円
700円
70歳以上・国保加入者は免除又は
無料

国保300円，社保800円

・喀痰検診は未実施
・隔年で地区を限定
・結核健診スタッフに加え
　看護師２名

・校区を３つに分けて３年に
　１回受ける

川内市 樋脇町 入来町 東郷町
対象者 40歳以上希望者
受診者65人

40歳以上
84名

40歳以上1,725人
131人

3日間
6月：6日間
11月：2日間

H14.8.5～13
9日間

ＪＡ厚生連健康管理センター
JA厚生連健康管理センター

薩摩郡医師会
ＪＡ厚生連健康管理センター

1,570円 1,575円 1,600円

社会保険のみ500円 1,575円 1,600円

未実施であるが，実施に向けて検
討中。

・厚生連健診で実施

平成15年度より基本健診の個別と
同時実施

・70歳以上、国保加入者は免除
　又は無料
・厚生連：基本健診、胃がん、大
腸
　がん、骨粗鬆症、腹部超音波、
　肝炎ウイルス
・医師会：基本健診、胃がん、肝
炎

基本健診，胃，大腸，骨粗，腹部
超音波，肝炎ウイルス，前立腺が
んとセット

委託先

委託料

その他

自己負担金

５．肺がん検診

項　　目

対象者
受診者数

実施時期
日数

委託料

自己負担金

その他

６．前立腺がん検診

項　　目

対象者
受診者数

実施時期
日数

委託先



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会

項　　　　　目 　　a140　各種ガン検診(実施)　

協　定　項　目 　　 ２３－８　　保健衛生事業 住民健康福祉専門部会　健康管理分科会

調　整　方　針 ・各種ガン検診の検診体制、検査項目等は新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法、自己負担金額等含めて、検診委託先等関係機関と協議のうえ、随時調整する。

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

30歳以上
2,087人

対象者 30歳以上1,295人
受診者 357人

30歳以上
（マンモは40歳以上）260名

30歳以上
443人

3月
13日間　28会場

4月
2日間　5会場

5月
2日間（隔年毎）

H15.1.15～17（3日間）

県民総合保健センター 県民総合保健センター 県民総合保健センター 県民総合保健センター

視触診 ー 1,730円 1,730円 1,730円

超音波 4,880円（視触診を含む） 3,150円 3,150円 3,150円

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ 4,880円（視触診を含む） 3,150円 3,150円 3,150円

視触診 ー 社会保険のみ500円
300円
70歳以上、国保加入者は免除
又は無料

70歳以上無料
70歳未満100円

超音波
2,500円（視触診を含む）
（70歳以上，市民税非課税世帯・生
活保護世帯で申請者は無料 ）

1,300円
70歳以上、国保加入者は免除
又は無料

国保300円，社保800円

ﾏﾝﾓｸﾞﾗﾌｨｰ
2,500円（視触診を含む）
（70歳以上，市民税非課税世帯・生
活保護世帯で申請者は無料 ）

1,300円
70歳以上、国保加入者は免除
又は無料

70歳以上無料
70歳未満：国保300円，社保800円

全員超音波かマンモを実施 子宮がん検診と同時実施
２年に１度実施　子宮がん検診と
同時実施

その他

項　　目

対象者
受診者数

実施時期
日数

委託先

７．乳がん検診

委託料

自己負担金



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・各種ガン検診の検診体制、検査項目等は新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法、自己負担金額等含めて、検診委託先等関係機関と協議のうえ、随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

　　a140　各種ガン検診(実施)　

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

30歳以上
集団2,102人・個別1,348人

対象者 30歳以上1,435人
受診者 375人

30歳以上
223名

30歳以上
420人

集団5月（12日間）
個別5月～7月（3ヶ月間）

4月
2日間　５会場

H14.9.19～20
（2日間）

H15.1.15～17（3日間）

集団 県民総合保健センター 県民総合保健センター 県民総合保健センター 県民総合保健センター

個別 川内市医師会・済生会川内病院

集団 3,466円 3,330円 3,330円 3,330円

個別 4,200円

集団

1,000円
（70歳以上，市民税非課税世帯・
生活保護世帯で申請者は無料）

社会保険のみ500円
600円
70歳以上・国保加入者は免除
又は無料

70歳以上無料
70歳未満：国保300円，社保800円

個別

1,500円
（70歳以上，市民税非課税世帯・
生活保護世帯で申請者は無料 ）

平成15年度より、乳がん検診と
セットで実施

乳がん検診と同時実施

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

30歳以上
集団0人・個別13人

50歳以上
0名

50歳以上・1人

集団5月(12日間)
個別5月～7月(3ヶ月間)

12月
2日間

H15.1.15～17
3日間

集団 県民総合保健センター 県民総合保健センター 県民総合保健センター

個別 川内市医師会・済生会川内病院

集団 5,076円 4,940円 4,940円

個別 6,000円

集団

1,500円
（70歳以上，市民税非課税世帯・
生活保護世帯で申請者は無料 ）

1,300円
70歳以上、国保加入者は免除
又は無料

500円

個別

2,000円
（70歳以上，市民税非課税世帯・
生活保護世帯で申請者は無料 ）

該当なし

８．子宮がん検診(頸部)

対象者
受診者数

実施時期
日数

項　　目

委託先

９．子宮がん検診(体部)

その他

委託料

自己負担金

委託料

自己負担金

その他

項　　目

対象者・受診者数

実施時期・日数

委託先



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・Ｃ型肝炎ウィルス検診の検診体制、検査項目等については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法、自己負担金等含めて、検診委託先等関係機関と協議のうえ、随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

　　　a160　Ｃ型肝炎ウイルス検診

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

40歳～70歳の5歳刻み
1,107人

平成15年度から実施　厚生連、個
別健診で実施

40・45・50・55・60・65・70歳
105名

40～70歳の5歳刻み566人
154人

5・7・8・9月（4ヶ月間）
 6月：6日間
11月：2日間

H14.8.5～13
9日間

川内市医師会・済生会川内病院
松尾医院

ＪＡ厚生連健康管理センター
薩摩郡医師会

ＪＡ厚生連健康管理センター
薩摩郡医師会

ＪＡ厚生連健康管理センター

基本型
通常・・・・・ 3,700円
抗原検査・・・ 5,300円
核酸増幅・・・11,500円

2,100円 2,100円 2,100円

C型のみ
通常・・・・・ 3,300円
抗原検査・・・ 4,900円
核酸増幅・・・11,100円

B型のみ 11,700円

基本型

1,000円
（７0歳以上，市民税非課税世
帯・生活保護世帯で申請者は無
料）

社会保険のみ500円 600円
国保300円
社保800円

C型のみ

1,000円
（70歳以上，市民税非課税世帯・
生活保護世帯で申請者は無料 ）

B型のみ

500円
（70歳以上，市民税非課税世帯・
生活保護世帯で申請者は無料 ）

委託料は平成15年度分。
広報誌で周知

検査方法：厚生連：科学発光酵素
　　　　　免疫測定法
医 師 会：酵素抗体法
厚 生 連：基本健診・胃がん・大
　　　　　腸がん・骨粗鬆症・腹
　　　　　部超音波・前立腺がん
医 師 会：基本健診・胃がん・前
　　　　　立腺がん

基本健診の中で実施

委託先

その他

委託料

自己負担金

10．肝炎ウイルス検診(節目)
項　　目

対象者
受診者数

実施時期
日数



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会

項　　　　　目 　　　a160　Ｃ型肝炎ウイルス検診

協　定　項　目 　　 ２３－８　　保健衛生事業 住民健康福祉専門部会　健康管理分科会

調　整　方　針 ・Ｃ型肝炎ウィルス検診の検診体制、検査項目等については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法、自己負担金等含めて、検診委託先等関係機関と協議のうえ、随時調整する。

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

基本型

C型のみ

B型のみ

基本型

C型のみ

B型のみ

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

11．肝炎ウイルス検診(要指導者)
項　　目

自己負担金

その他

対象者・受診者数

実施時期・日数

委託先

委託料



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・Ｃ型肝炎ウィルス検診の検診体制、検査項目等については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法、自己負担金等含めて、検診委託先等関係機関と協議のうえ、随時調整する。
・骨粗鬆症検診の検診体制、検査項目等については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法、自己負担金等含めて検診委託先等関係機関と協議のうえ、随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

　　　a160　Ｃ型肝炎ウイルス検診、a10　骨の健康度チェック

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

ハイリスク者　9人
ハイリスク者
44名

11月～12月・12日間
 6月　6日間
11月　2日間

川内市医師会・済生会川内病院
松尾医院

ＪＡ厚生連健康管理センター
薩摩郡医師会

基本型
通常・・・・・5,800円
抗原検査・・・7,400円
核酸増幅・・ 13,600円

2,100円

C型のみ
通常・・・・・5,400円
抗原検査・・・7,000円
核酸増幅・・ 13,200円

B型のみ 3,900円

基本型

1,000円
（70歳以上，市民税非課税世帯・
生活保護世帯で申請者は無料 ）

2,100円

C型のみ

1,000円
（70歳以上，市民税非課税世帯・
生活保護世帯で申請者は無料）

B型のみ

500円
（70歳以上，市民税非課税世帯・
生活保護世帯で申請者は無料）

委託料は平成15年度分 平成15年度から実施

(検査方法)
厚生連：科学発光酵素免疫測定法
医師会：酵素抗体法
厚生連：基本健診・胃がん・大腸
　　　　がん・骨粗鬆症・腹部超
　　　　音波・前立腺がん
医師会：基本健診・胃がん・前立
　　　　腺がん

該当なし

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

35歳～70歳の5歳刻みの女性
564人

対象者 20歳以上女性、40歳以上
男性希望者  受診者 478人

40、50歳の女性・その他希望者
11名・685名

健診該当地区の希望者・391人　　

6月
4日間

厚生連健診　　3日間
健康フェスタ　1日間

6月
6日間

H14,8,10～13
4日間

ＪＡ厚生連健康管理センター ＪＡ厚生連健康管理センター ＪＡ厚生連健康管理センター ＪＡ厚生連健康管理センター

2,050円 2,050円 2,050円 2,050円

1200円
（70歳以上，市民税非課税世帯・
生活保護世帯で申請者は無料）

社会保険のみ500円
1,050円
70歳以上、国保加入者は免除
又は無料

国保600円，社保1,000円

歯周疾患健診と同時実施
基本健診・胃がん・大腸がん・骨
粗鬆症・腹部超音波・前立腺がん

基本健診，胃がん検診，大腸がん
検診，超音波検診と同時実施。
校区を２つにわけ，２年に１回受
診できる形。

委託料

自己負担金

その他

項　　目

対象者・受診者数

実施時期・日数

委託先

13．骨粗しょう症検診

12．肝炎ウイルス検診(ハイリスク者)
項　　目

対象者・受診者数

実施時期・日数

委託先

委託料

自己負担金

その他



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・歯周疾患検診については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法等について歯科医等との協議のうえ、随時時調整する。
・腹部超音波検診については、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、実施方法等について検診委託先等関係機関と協議のうえ、随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

　　　a130　歯周疾患検診、a40　生活習慣病予防事業

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

40歳・50歳の男女
90人

厚生連受診者の希望者　150人 Ｈ１５年度実施予定

6月
2日間（３回）

厚生連健診時3日間 基本健診と同時実施（１日のみ）

1会場　15,900円

無料

無料 無料

集団健診で実施している
歯科医師12人
歯科衛生士30人

町内歯科医療機関で対応 該当なし

報償費
歯科医師１名＊16,900円
歯科衛生士３名＊4,700円

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

厚生連受診者の希望者　623人
40歳以上
758名

健診該当地区の希望者，360人

厚生連健診　3日間
6月

6日間
H14.8.10～13

4日間

ＪＡ厚生連健康管理センター ＪＡ厚生連健康管理センター ＪＡ厚生連健康管理センター

3,350円 3,350円 3,350円

社会保険のみ1,000円
1,350円　70歳以上、国保加入者
は免除又は無料

国保1,000円
社保2,000円

該当なし
基本健診・胃がん・大腸がん・骨
粗鬆症・前立腺がん・肝炎ウイル
ス

基本健診，胃がん検診，大腸がん
検診，骨粗検診と同時実施。　校
区を２つにわけ，２年に１回受診
できる形。

委託先

委託料

自己負担金

その他

15．腹部超音波検診
項　　目

対象者・受診者数

実施時期・日数

委託先

委託料

自己負担金

その他

14．歯周疾患検診
項　　目

対象者・受診者数

実施時期・日数



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・集団で行う乳幼児健康審査の健診体制及び内容等は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、対象児年齢の統一など、実施方法について随時調整する。
・精密健康審査は、制度的に全市町村同じであるため、合併時に川内市の例により調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

     b140　乳幼児集団健診（企画、通知、入力、実施、指導、フォロー）、b120　精密健康診査（妊婦・乳児・1歳6ヶ月児・3歳児）

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

3ヶ月～4ヶ月 3～4ヶ月児 3～4ヶ月児 2～4月児

月2回・年24回 6回/年 4回 6回

35人 10人 約11名 8名

・問診
・離乳食指導
・身体計測
・内科診察
・産婦健診
（貧血検査は全員、尿検査，血
　圧測定は必要な人だけ）
・個別保健指導

・身体計測
・問診
・診察
・指導（栄養　口腔　生活）
・絵本の読み聞かせ
・離乳食試食

・身体計測（身長・体重）
・問診（母親の検尿・血圧測定）
・内科健診
・歯科指導
・保健指導
・栄養指導
・離乳食の試食

・身体測定
・問診
・産婦血圧
・検尿
・歯科集団指導
・栄養指導
・離乳食試食

12人（対象者13人） １人

郵送 公民館文書　個別
母子保健推進員経由
※希望者は個別郵送

公民館文書便

貧血検査は委託（医師会検査セ
ンター）
結果は後日郵送で行っている。
医師は小児科で対応している。

6～8ヶ月健診と同時
思春期教室と同時実施

平成15年度より7ヶ月児健診と
セット
6回/年

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

6ヶ月～7ヶ月 6～8ヶ月児 7～8ヶ月児 5～8ヶ月

月2回・年24回 6回/年 4回 4回

34人/回 11人 約11名 約11名

・問診
・離乳食指導
・歯科指導
・身体計測
・内科診察
・個別保健指導

3～4ヶ月児と同様

・身体計測（身長・体重）
・問診
・内科健診
・保健指導
・栄養指導

・問診
・身体測定
・栄養指導
・歯科指導
・保健指導

4人(対象者4人) 2人

郵送 3～4ヶ月児と同様
母子保健推進員経由
※希望者は個別郵送

公民館文書便

・医師は小児科で対応 3～4ヶ月児と同様 平成15年度より3ヶ月児健診
とセット
6回/年

健診は行わず、12ヶ月児と同時
に母子相談で対応

助産師１
保健師３
看護師１
栄養士１
歯科衛生士１
医師１
保健推進員２
保育士１

医師１
保健師２
助産師２
栄養士１
歯科衛生士１
母子保健推進員１
食生活改善推進員２

医師１（１）
保健婦３
助産婦１（１）
栄養士１
母子保健推進員１（１）

健診内容

従事者

精密検診受診者数

その他

平均人数

16．乳幼児健診（3～4ヶ月児）
項　　目

対象者

実施回数

医師１
保健師６
看護師３
栄養士１
事務２

通知方法

17．乳幼児健診(６～７ヶ月児)
項　　目

通知方法

医師１
保健師３
助産師１
栄養士１
母子保健推進員１

3～4ヶ月児と同様医師１
保健師５
看護師１
栄養士１
歯科衛生士１
事務２

対象者

実施回数

平均人数

健診内容

その他

助産師１
栄養士１
歯科衛生士１
保健師２
母子保健推進員１
食改１

精密検診受診者数

従事者



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・集団で行う乳幼児健康審査の健診体制及び内容等は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、対象児年齢の統一など、実施方法について随時調整する。
・精密健康審査は、制度的に全市町村同じであるため、合併時に川内市の例により調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

     b140　乳幼児集団健診（企画、通知、入力、実施、指導、フォロー）、b120　精密健康診査（妊婦・乳児・1歳6ヶ月児・3歳児）

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

1歳6ヶ月～1歳7ヶ月 1才6ヶ月児 1歳6ヶ月～1歳9ヶ月児 1歳5ヶ月～1歳8ヶ月

月2回・年24回 4回/年 3回 4回

32人 13人 約11名 18名

・問診
・計測
・歯科診察
・内科診察
・フッ素塗布
・保育士による育児支援
・発達チェック（心理相談）
・保健指導

・身体計測
・問診
・診察
・指導（栄養・口腔・生活）
・親子遊び

・身体計測（身長・体重）
・検尿
・問診
・内科健診（歯科健診も実施）
・歯科指導・歯科処置
・保健指導
・栄養指導
・おやつの試食

・身体測定
・問診
・内科診察
・歯科診察
・栄養指導
・歯科指導
・フッ素塗布
・保健指導

19人(対象者19人) 2人 1名

郵送 公民館文書個別
母子保健推進員経由
※希望者は個別郵送

公民館文書便

心理相談員（在宅・純大） 歯科検診同時実施 1歳6ヶ月児歯科健診とセット 1歳6ヶ月児歯科健診とセット

医師１
歯科医師１
歯科衛生士３
保健師５（２）
栄養士１
母子保健推進員１（１）

18．乳幼児健診(１．６才児)
項　　目

対象者

実施回数

従事者

平均人数

健診内容

精密検診受診者数

その他

通知方法

医師１
保健師６
看護師２
保育士１
心理相談員１
事務２

医師１
保健師３
助産師２
栄養士１
歯科衛生士２
母子保健推進員２
食生活改善推進員２

医師１
助産師１
保健師２
栄養士１
保健推進員１
保育士１



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・集団で行う乳幼児健康審査の健診体制及び内容等は、新市に移行後も当分の間現行のとおりとし、対象児年齢の統一など、実施方法について随時調整する。
・精密健康審査は、制度的に全市町村同じであるため、合併時に川内市の例により調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

     b140　乳幼児集団健診（企画、通知、入力、実施、指導、フォロー）、b120　精密健康診査（妊婦・乳児・1歳6ヶ月児・3歳児）

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

2歳6ヶ月児

4回/年

15人

・身体計測・問診
・指導（栄養・口腔・生活）
・歯科染色・歯みがき指導
・診察・歯科検診・フッ素塗布

0

公民館文書　個別

該当なし 該当なし 該当なし

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

3歳6ヶ月～3歳7ヶ月 3歳6ヶ月児 3歳児 3歳5ヶ月～3歳10ヶ月

月2回・年24回 4回/年 3回 2回

28人 15人 14名 27名

・問診　　　　・身体計測
・歯科診察　　・内科診察
・フッ素塗布
・保育士による育児支援
・発達チェック（心理相談）
・保健指導

・身体計測　・問診　・診察
・指導（栄養・口腔・生活）
・親子遊び

・身体計測（身長・体重）
・検尿　　・問診
・内科健診（歯科健診も実施）
・歯科指導　・歯科処置
・保健指導　・栄養指導
・おやつの試食

・身体測定・問診・内科診察
・歯科診察・栄養指導
・歯科指導・フッ素塗布
・保健指導

9人(対象者12人) 2人 3人

郵送 公民館文書個別
母子保健推進員経由
※希望者は個別郵送

公民館文書便

心理相談員（在宅，純大） 3歳児歯科健診とセット 3歳児歯科健診とセットその他

医師１（１）　歯科医師１（１）
歯科衛生士２（２）
保健師６（３）
栄養士１　母子保健推進員１
（１）

通知方法

従事者

医師１　　　　　保健師５
看護師２　　　　保育士１
心理相談員１
事務２

医師１　　　　保健師３
助産師２　　　栄養士１
歯科衛生士２　母子保健推進員２
食生活改善推進員２

医師１　　助産師１　保健師２
看護師１　保健推進員２
保育士１

その他

健診内容

精密検診受診者数

項　　目

対象者

実施回数

通知方法

平均人数

医師１　歯科医師１　助産師１
保健師１看護師１　栄養士１
歯科衛生士１　保育士１
保健推進員１

20．乳幼児健診(３才児)

従事者

19．乳幼児健診(２才児)
項　　目

対象者

実施回数

平均人数

健診内容

精密検診受診者数



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・個別検診の内容等は新市に移行も当分の間現行のとおりとし、随時調整する。
・精密健康診査は、制度的に全市町村同じであるため、合併時に川内市の例により調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

     b150　個別検診（妊婦一般、乳児一般）、b120　精密健康診査（妊婦・乳児・1歳6ヶ月児・3歳児）

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

9ヶ月～11ヶ月 12～13ヶ月児 9～11ヶ月児 9～11ヶ月児

１年間 医療機関委託 随時 随時

年間711人 10人/年 18名/年 24名/年

・問診
・身体計測
・内科診察

入来町と委託契約した県内医療機
関にて実施
（問診・計測・健診）

病院委託

0人(対象者0人)県内医療機関等 0人(対象者0人)県内医療機関等 0人(対象者0人)県内医療機関等 0人(対象者0人)県内医療機関等

はがきで受診勧奨（11ヶ月頃）
母子手帳交付時に健診受診票を交
付

保護者希望
母子手帳交付時に健診受診票を交
付

母子手帳交付時に受診票交付

個別健診 １歳児相談フォローとして 東郷町妊婦、乳幼児健康審査委託
事業実施要綱

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

妊娠前期・後期・精密検診 医療機関委託 母子手帳交付時に把握 母子手帳交付時に把握

前期10回･後期12回･精密８回
一般３回　精密１回　歯科検診１
回

前期・後期・精密 前期・後期・精密

前期797・後期789・精密168 前期62・後期55・精密7 前期40・後期43・精密11 前期34・後期41・精密11

血圧測定
検尿
貧血検査
梅毒検査
HBs抗原検査
超音波検査

県内医療機関委託

県内医療機関委託 入来町と委託契約している県内医
療機関で実施

東郷町と委託契約している県内医
療機関で実施

健診内容

22．妊婦関係
項　　目

妊婦健診

実施回数

受診者数

平均人数

21．乳幼児健診(９～１１ヶ月児)
項　　目

対象者

実施回数

健診内容

精密検診受診者数

従事者

通知、交付方法

その他



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・乳幼児歯科健診の健診体制、内容等は現行のまま新市に引継ぎ、対象児年齢、フッ素塗布に係る徴収金等含めて随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

     b130　乳幼児歯科健康診査

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

11ヶ月～14ヶ月児

４回

１０人

問診
身体測定
栄養指導
歯科指導
保健指導

該当なし 該当なし 該当なし 健診は行わず、６ヶ月児　7ヶ月
児と同時に母子相談で対応

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

1歳6ヶ月～1歳7ヶ月 1.6歳児健診に準ずる 1歳6ヶ月～1歳9ヶ月児 1.6歳児健診に準ずる

月2回・年24回 4回/年 3回 4回/年

32人 13人 約11名 18名

・歯科診察
・フッ素イオン導入
・歯磨き指導

・歯科検診
・フッ素塗布(ｹﾞﾙ）
・歯科指導

・問診
・歯科健診（内科健診も実施）
・歯科指導
・歯科処置（フッ素イオン導入）
・保健指導・栄養指導
・おやつの試食

・問診
・歯科健診（内科健診も実施）
・歯科指導
・歯科処置（フッ素イオン導入）
・保健指導・栄養指導

500円（フッ素実施者） なし なし なし

川内市予防接種等実費徴収規則 なし 東郷町母子保健法施行細則

スタッフ
・歯科医師１　・歯科衛生士５

１歳６カ月児健診と同時実施

1.6歳児健診と同時 1歳6ヶ月児内科健診とセット
母子保健推進員経由
※希望者は個別郵送

1歳6ヶ月児健診と同時に実施

その他

24．乳幼児歯科検診(１．６才)
項　　目

対象者

実施回数

平均人数

健診内容

徴収金

規則

徴収金

規則

平均人数

その他

健診内容

23．乳幼児歯科検診(１才)
項　　目

対象者

実施回数



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・乳幼児歯科健診の健診体制、内容等は現行のまま新市に引継ぎ、対象児年齢、フッ素塗布に係る徴収金等含めて随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

     b130　乳幼児歯科健康診査

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

２歳児健診に順ずる ２歳児 ２歳～２歳２ヶ月

４回 ３回 4

１６人 ９名 17

歯科検診
染色
フッ素塗布（ゲル）
歯科指導

歯科健診
歯科指導
歯科処置（フッ素イオン導入）

歯科健診，歯科指導，フッ素塗布

0 無料 なし

なし 東郷町母子保健法施行細則

２歳児健診と同時 母子保健推進員経由
※希望者は個別郵送

２歳半と同時実施
歯科医師（１）
歯科衛生士（２）
保健師３，事務１

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

２歳５カ月～２歳６カ月 ２歳６ヵ月 ２歳６が月～２歳８が月

月２回・年２４回 ３回 4

３０人 約１１名 14

・歯科診察
・フッ素ハブラシゲル
・歯磨き指導
・育児相談

歯科健診
歯科指導
歯科処置（フッ素イオン導入）

歯科診察，歯科指導，フッ素塗布

500円（フッ素実施者） 無料 なし

川内市予防接種等実費徴収規則 なし 東郷町母子保健法施行細則

スタッフ
・歯科医師１
・歯科衛生士６
・保健師２

該当なし 平成１５年度より中止
母子保健推進員経由
※希望者は個別郵送

２歳児と同時実施

規則

その他

実施回数

平均人数

健診内容

徴収金

対象者

その他

対象者

実施回数

平均人数

健診内容

徴収金

規則

項　　目

25．乳幼児歯科検診(２才)

26．乳幼児歯科検診(２．６才)
項　　目



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・乳幼児歯科健診の健診体制、内容等は現行のまま新市に引継ぎ、対象児年齢、フッ素塗布に係る徴収金等含めて随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

     b130　乳幼児歯科健康診査

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

３歳児健診に準ずる ３歳児 ３歳児健診に準ずる

４回/年 ３回 ２回/年

１４名 ２７名

歯科検診・染色
フッ素塗布（ゲル）・歯科指導

・問診
・歯科健診（内科健診も実施）
・歯科指導
・歯科処置
・保健指導

・問診
・歯科健診（内科健診も実施）
・歯科指導
・歯科処置
・保健指導

なし なし なし

なし 東郷町母子保健法細則

該当なし ３歳児健診と同時 ３歳児内科健診とセット
母子保健推進員経由
※希望者は個別郵送

３歳児健診と同時実施

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

３歳６カ月～３歳７カ月

月２回・年２４回

２８人

・歯科診察
・フッ素ハブラシゲル
・歯磨き指導

５００円（フッソ実施者）

川内市予防接種等実費徴収規則

スタッフ
・歯科医師１
・歯科衛生士７

３歳児健診を同時実施

該当なし 該当なし 該当なし

規則

その他

実施回数

平均人数

健診内容

徴収金

その他

28．乳幼児歯科検診(３．６才)
項　　目

対象者

平均人数

健診内容

徴収金

規則

27．乳幼児歯科検診(３才)
項　　目

対象者

実施回数



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・乳幼児歯科健診の健診体制、内容等は現行のまま新市に引継ぎ、対象児年齢、フッ素塗布に係る徴収金等含めて随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

     b130　乳幼児歯科健康診査

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

４才～５才未満 ４歳 ４歳７ヶ月～５歳

年１回 ２回 2

１４人 １８名 28

歯科検診
歯みがき指導（集団・個別）
染色　フッ素塗布　歯科指導

歯科健診
歯科指導
歯科処置（フッ素イオン導入）

歯科診察，歯科指導，フッ素塗布

なし なし なし

なし 東郷町母子保健法施行細則

該当なし 母親も歯科検診と歯科指導 平成１５年度より５歳児歯科健診
とセット　３回/年
母子保健推進員経由
※希望者は個別郵送

歯科医師（１）
歯科衛生士（２）
保健師３，事務１

５歳児と同時実施

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

該当なし 該当なし 該当なし 該当なしその他

平均人数

健診内容

徴収金

規則

30．乳幼児歯科検診(４．６才)
項　　目

対象者

実施回数

29．乳幼児歯科検診(４才)
項　　目

対象者

実施回数

その他

平均人数

健診内容

徴収金

規則



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・乳幼児歯科健診の健診体制、内容等は現行のまま新市に引継ぎ、対象児年齢、フッ素塗布に係る徴収金等含めて随時調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

     b130　乳幼児歯科健康診査

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

５才～６才未満 ５歳児 ５歳７ヶ月～６歳

年１回 ２回 2

２５人 約１６名 24

歯科検診
歯みがき指導（集団・個別）
染色　フッ素塗布　歯科指導

歯科健診
歯科指導
歯科処置（フッ素イオン導入）

歯科診察，歯科指導，フッ素塗布

なし なし なし

なし 東郷町母子保健法施行細則

該当なし 母親も歯科検診と歯科指導 平成１５年度より４歳児歯科健診
とセット　３回/年
母子保健推進員経由
※希望者は個別郵送

歯科医師（１）
歯科衛生士（２）
保健師３，事務１

４歳児と同時実施

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

該当なし 該当なし 該当なし 該当なし

平均人数

その他

平均人数

健診内容

徴収金

規則

対象者

実施回数

32．乳幼児歯科検診(６才)
項　　目

健診内容

徴収金

規則

その他

31．乳幼児歯科検診(５才)
項　　目

対象者

実施回数



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・結核予防法に基づき実施するものであり、新市に移行後、速やかに調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

　　 e10　結核予防事業

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

19歳以上
対29,312人、受12,580人

16歳と19歳以上・2,622人
19歳以上
1,103名

16歳以上・1,290人

9～11月(36日間)
脱ろう1月(7日間)

10日間
脱漏1日間

1月　5日間
脱漏 2日間

10月　10日間
（うち脱漏１日　精密２日）

県民総合保健センター 県民総合保健センター 県民総合保健センター 県民総合保健センター

間接撮影：720円
直接撮影：2,490円
喀痰検査：3,935円
直接撮影・喀痰検査：5,520円

間接撮影：720円
直接撮影：2,490円
喀痰検査：3,935円
直接撮影・喀痰検査：5,520円

間接撮影：720円
直接撮影：2,490円
喀痰検査：3,935円
直接撮影・喀痰検査：5,520円

間接撮影：720円
直接撮影：2,490円
喀痰検査：3,935円
直接撮影・喀痰検査：5,520円

無料 無料 無料 なし

スタッフ・・・事務２名

川内市 樋脇町 入来町 東郷町
３か月～４歳未満 ３ヶ月～15ヶ月 9ヵ月～20ヵ月(3ヵ月～48ヵ月児) 生後５ヶ月～４歳未満

個別接種 集団 集団接種 集団

通年 2日 延べ4日間 延べ４日間

ツベルクリン８３１人
ＢＣＧ８３０人

50人 乳幼児：35名 ツベルクリン　　５８名
ＢＣＧ　　　５４名

市内医療機関 保健センター 入来町保健センター 保健センター

通年 6月 ４月～６月 ４月　　　　　脱漏６月

個別通知 公民館(個別）
個別郵送（実施約２週間前に郵
送）

公民館文書便

３，０５０円
（判定のみ１，２００円）

1会場(医師　15,900円）
報償費として支払う
（医師：１５，９００円/回
　看護師：５，２００円/回）

報償費
医師　16,900円
看護師 4,700円

なし 0 なし なし

医師２
看護師２
保健師１
事務１

医師１
保健師（常勤２）２
看護師１

医師（２)
看護師（２）
保健師３
事務２

ワクチン代は別途、平成15年度よ
り学生へのツ反・ＢＣＧ接種は廃
止

平成15年度より学生へのツ反・
ＢＣＧ接種は廃止

平成15年度より学生へのツ反・
ＢＣＧ接種は廃止

ワクチン代は別途、平成15年度よ
り学生へのツ反・ＢＣＧ接種は廃
止

実施日数

34．ツベルクリン反応検査・ＢＣＧ
項　　目

対象年齢

実施方法

実施人数

実施場所

実施時期

通知方法

その他

自己負担金

従事者

委託料等

33．結核検診
項　　目

対象者・受診者数

実施時期・日数

委託先

委託料

自己負担金

その他



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会

項　　　　　目 　　 e20　予防接種事業

協　定　項　目 　　 ２３－８　　保健衛生事業 住民健康福祉専門部会　健康管理分科会

調　整　方　針 ・予防接種事業は、新市に移行後、速やかに調整する。ただし、委託料、自己負担金額については、委託先等関係機関と協議のうえ、合併時までに調整する。

川内市 樋脇町 入来町 東郷町
①満６５歳以上
②６０歳以上６５歳未満で
あって、心臓・腎臓若しくは
呼吸器の機能又はヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能
に障害を有するものとして厚
生労働省令で定めるもの

①満６５歳以上
②６０歳以上６５歳未満で
あって、心臓・腎臓若しくは
呼吸器の機能又はヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能
に障害を有するものとして厚
生労働省令で定めるもの

①満６５歳以上
②６０歳以上６５歳未満で
あって、心臓・腎臓若しくは
呼吸器の機能又はヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能
に障害を有するものとして厚
生労働省令で定めるもの

①満６５歳以上
②６０歳以上６５歳未満で
あって、心臓・腎臓若しくは
呼吸器の機能又はヒト免疫不
全ウイルスによる免疫の機能
に障害を有するものとして厚
生労働省令で定めるもの

個別接種 個別接種 個別接種 個別接種

２か月 ２ヶ月(１１～１２月） ７５日 ２ヶ月

５，６３４人 １，６９０人 １，１７２名 865

市内医療機関 町内医療機関 原則は町内医療機関での接種
ただし、県医師会及び郡医師
会と契約すれば、県内の殆ど
の医療機関で接種可能

町内２ヶ所（松尾医院，木脇
医院）

１１～１２月 ２ヶ月(１１～１２月） １０月～１２月 １０／２１～１２／２０

広報紙掲載 公民館(個別） 個別郵送（実施約２週間前に
郵送）

公民館文書便

接種料２，５００円
ワクチン代１，０５０円

１人３，０００円 接種者１人当たり２，０００
円
※なお、接種料を２，０００
円以下で設定している場合は
その額とする

１人２０００円

１，０００円 0 医療機関の接種料金から、町
助成　２，０００円を差し引
いた額

１０００円

川内市医師会
済生会川内病院
市外一部医療機関

町内医療機関 原則は町内医療機関での接種
ただし、県医師会及び郡医師
会と契約すれば、県内の殆ど
の医療機関で接種可能

松尾医院，木脇医院

委託先

通知方法

委託料等

自己負担金

35．インフルエンザ
項　　目

実施人数

実施場所

実施時期

対象年齢

実施方法

実施日数



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・予防接種事業は、新市に移行後、速やかに調整する。ただし、委託料、自己負担金額については、委託先等関係機関と協議のうえ、合併時までに調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

　　 e20　予防接種事業

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

４ヶ月～９０ヶ月 ３ヶ月～１５ヶ月
５ヵ月～１７ヵ月
３ヵ月～１５ヵ月
（３ヵ月～９０ヵ月児）

生後3ヶ月～（3～90月未満）

集団接種 集団 集団接種 集団

２０日／年 ４日
２日間（前期１日・後期１日：間
を６週間以上あける）

２日

　５月　９８１人
１１月　８９２人

５０人
１回目：４３名
２回目：４５名

１回目　５６名
２回目　４７名

保健センター他市内５箇所 保健センター 入来町保健センター 保健センター

５月と１１月 ５月　11月
上半期：4～9月（7月に実施）
下半期：10月～3月
　　　　　（11月に実施）

５月，１１月

個別通知 公民館(個別）
個別郵送
（実施約２週間前に郵送）

公民館文書便

医師　　２０，２００円
看護師　　２，０００円

1会場(医師15,900円）
報償費として支払う
（医師：１５，９００円/回
・看護師：５，２００円/回）

医師　16,900円
看護師 4,700円

なし 0 なし なし

医　師７２人
看護師９６人

医師２
看護師２
保健師１
事務１

医師１
保健師（常勤２）２
看護師１

医師（２）
看護師（２）
保健師３
事務２

ワクチン代は別途 ワクチン代は別途

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

昭和５０年～昭和５２年生まれ 昭和50年から52年生

集団接種 定期ポリオと同時

２日／年 4日

５月　４０人，１１月　５４人 0人

保健センター 保健センター

５月，１１月 5月　11月

ポリオ接種対象児の該当保護者に
ついては個別通知，広報紙掲載

個人

医師　　２０，２００円
看護師　　２，０００円

定期ポリオと同額

なし なし

医師４
看護師６

定期ポリオと同様

ワクチン代は別途

36．ポリオ(定期)

通知方法

委託料等

実施場所

その他

実施日数

実施人数

項　　目

対象年齢

実施方法

自己負担金

従事者

その他

実施時期

通知方法

委託料等

自己負担金

従事者

実施日数

実施人数

実施場所

実施時期

37．ポリオ(定期外)
項　　目

対象年齢

実施方法



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・予防接種事業は、新市に移行後、速やかに調整する。ただし、委託料、自己負担金額については、委託先等関係機関と協議のうえ、合併時までに調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

　　 e20　予防接種事業

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

１歳～９０ヶ月 1才～２才まで
１３ヵ月～２４ヵ月
（１２ヵ月～９０ヵ月）

生後１２ヶ月～９０月未満

個別接種 公民館(個別） 個別接種 個別

２週間 １４日間 １ヶ月

８０１人 ５０人 ２９名 53

市内医療機関 町内医療機関 町内３医療機関 町内医院２ヶ所

通年 １１月 １月 １月～２月

個別通知 公民館(個別）
個別郵送（実施約２週間前に郵
送）

公民館文書便

３，０５０円／一人 １人４０００円
報償費として
１人分接種料　４，１００円

３２００円

なし 0 なし なし

ワクチン代は別途 ワクチン代は別途

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

１歳４か月～９０ヶ月 1才～２才まで

①14ヵ月～25ヵ月
（12ヵ月～90ヵ月）
②昭和54年４月２日～昭和62年
　10月１日生まれ、風疹の予防
　接種未接種者

生後２１ヶ月～９０月未満

個別接種 公民館(個別） 個別接種 集団

２週間 １２日間 １日

７１７人 ５０人
・幼児：４５名
・経過措置分：１名

５６人

市内医療機関 町内医療機関 町内３医療機関 保健センター

通年 １１月 ２月 １０月

個別通知 公民館(個別）
個別郵送（実施約２週間前に郵
送）

公民館文書便

３，０５０円／一人 １人４０００円
報償費として
１人分接種料　４，１００円

報償費
医師16,900円・看護師4,700円

なし なし なし

医師（２）・看護師（２）
保健師３・事務２

ワクチン代は別途

昭和５４年４月２日～昭和６２年
１０月１日生まれ、風疹の予防接
種未接種者は平成１５年９月３０
日までで終了

38．麻しん

対象年齢

項　　目

実施方法

実施日数

実施人数

実施場所

実施時期

通知方法

委託料等

自己負担金

39．風しん
項　　目

対象年齢

従事者

その他

実施方法

実施日数

実施人数

実施場所

従事者

その他

実施時期

通知方法

委託料等

自己負担金



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・予防接種事業は、新市に移行後、速やかに調整する。ただし、委託料、自己負担金額については、委託先等関係機関と協議のうえ、合併時までに調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

　　 e20　予防接種事業

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

初回 ４か月～９０か月 ３ヶ月～１５ヶ月 ８ヶ月～２５ヵ月 生後３ヶ月～９０月未満

追加 初回接種３回目から１年後 初回接種後１年 ３０ヵ月～５３ヵ月
１期初回接種終了後１２～１８月
（生後３～９０月未満）

Ｄ　（2期）小学６年生 小学校６年 小学６年生 小学校６年生

個別接種 集団
ＤＰＴ：集団接種
ＤＴ：個別接種

集団

８日
ＤＰＴ：４日間
　　　　（うち１日間は追加）
ＤＴ：１２日間

５日　　（２混：３日）

ＤＰＴ　３，１９８人
ＤＴ　　　　４８０人

２８８人
ＤＰＴ（初回）：１３９名
　　　（追加）：　６１名
ＤＴ：５５名

２１２人　　（２混：５１人）

市内医療機関 保健センター　各小学校 入来町保健センター 保健センター，２混は各小学校

通年 ７，８，９，１０月
ＤＰＴ（初回）：８月～１０月
　　　（追加）：　１２月
ＤＴ：７月～８月

６月，７月，８月

個別通知 公民館(個別）
個別郵送（実施約２週間前に郵
送）

公民館文書便

３，０５０円／一人 １会場(医師１５，９００円）
報償費として支払う
（医師：15,900円/回）
（看護師：5,200円/回）

報償費
医師16,900円・看護師4,700円

なし 0 なし なし

医師２
看護師２
保健師１
事務１

医師１
保健師（常勤２）２
看護師１

医師（２）
看護師（２）
保健師３
事務２

ワクチン代は別途
各学校へは医師（１）
看護師（１）保健師１，事務１
ワクチン代は別途

その他

実施時期

通知方法

委託料等

自己負担金

実施日数

実施人数

実施場所

従事者

40．三混（ジフテリア、百日せき、破傷風）
項　　目

実施方法

対象年齢

ＤＰ



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会

項　　　　　目 　　 e20　予防接種事業

協　定　項　目 　　 ２３－８　　保健衛生事業 住民健康福祉専門部会　健康管理分科会

調　整　方　針 ・予防接種事業は、新市に移行後、速やかに調整する。ただし、委託料、自己負担金額については、委託先等関係機関と協議のうえ、合併時までに調整する。

川内市 樋脇町 入来町 東郷町

３歳～９０か月 ３才～４才まで ３・４歳 ３歳～９０月未満

初回接種２回目から１年後 初回接種後１年 ４・５歳 ４歳～９０月未満

小学４年 小学校４年 小学４年生 小学校４年生

中学３年 中学校３年 中学３年生 中学校３年生

個別接種 集団 集団接種 集団

１２日
幼児：3日間
小学4年生・中学3年生：12日間

３日　学校３日

初回1,409人　追加690人
２期　511人　３期363人

２８９人 初回１０４名　　追加４３名
２期　５８名　　３期７６名

１期初回　９８名
１期追加　５２名
２期　　　６０名
３期　　　８６名

市内医療機関 保健センター　各学校 入来町保健センター 保健センター，各小中学校

通年 ４月 ５月 ５月

個別通知 公民館(個別）
個別郵送（実施約２週間前に郵
送）

公民館文書便

３，０５０円／一人 １会場(医師１５，９００円）

集団接種：報償費として支払う
（医師：15,900円/回
（看護師：5,200円/回）
個別接種：報償費として１人分
接種料　4,100円

報償費
医師 16,900円
看護師4,700円

なし 0 なし なし

医師２
看護師２
保健師１
事務１

医師１
保健師（常勤２）２
看護師１
※集団接種の場合

医師（２）
看護師（２）
保健師３
事務２

ワクチン代は別途 ワクチン代は別途

自己負担金

従事者

その他

実施時期

通知方法

委託料等

実施人数

実施場所

実施日数

対象年齢

1期初回

1期追加

41．日本脳炎
項　　目

実施方法

2期

3期



川薩地区法定合併協議会事務事業一元化調整総括表

専門部会・分科会協　定　項　目

調　整　方　針

項　　　　　目

・女性の健康促進事業は、新市に移行後、速やかに調整する。

住民健康福祉専門部会　健康管理分科会　　 ２３－８　　保健衛生事業

　　 d70　女性の健康促進事業

健　　診 教　　室

町内居住する20歳から39歳までの
希望者
61人(H14年度)

町内に居住する18歳以上の女性
205人(H14年度)

毎年5月・３日間 毎年1～3月
8会場(8日)

ＪＡ厚生連健康管理センター

基本健診5，130円
骨粗症検診2，050円

・老人保健法の基本健診内容に
　準ずるものと骨粗鬆症健診の
　セット検診
・希望者のみ歯周疾患検診

・年度ごとにテーマを決めて実施
歯周病予防について(39歳以下)
転倒予防教室〈57歳以上)
素敵な更年期の過ごし方(40～56
歳)

・基本健診は無料
・骨粗鬆症検診は500円

無料

・結果通知は約１ヶ月後の厚生連
　基本健診結果報告会時に実施
・公民館長を通じ対象者全員に申
　込書を配布、回収
・公民館外対象者へは郵送

・公民館長を通じ案内、各自申し
　込み

樋脇町

委託料

診査内容・教育内容

祁答院町東郷町

42．女性の健康促進事業

項　　目 川内市 入来町

その他

対象者
受診者数

実施時期
日数

委託先

自己負担金




